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議事日程 

 議 案 

  日程第１ 第３４号議案 新宿区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

              （案）に関する意見聴取について 

  日程第２ 第３５号議案 平成２５年度新宿区一般会計補正予算（第５号）（案）に関す 

              る意見聴取について 
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午後 ３時００分開会 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 開   会 

○菊池委員長 ただいまから平成25年新宿区教育委員会第４回臨時会を開会します。 

  本日の会議には全員が出席しておりますので、定足数を満たしております。 

  本日の会議録の署名者は、今野委員にお願いします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 第３４号議案 新宿区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

         （案）に関する意見聴取について 

◎ 第３５号議案 平成２５年度新宿区一般会計補正予算（第５号）（案）に関す 

         る意見聴取について 

○菊池委員長 それでは、議事に入ります。 

  「日程第１ 第34号議案 新宿区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

（案）に関する意見聴取について」、「日程第２ 第35号議案 平成25年度新宿区一般会計

補正予算（第５号）（案）に関する意見聴取にいて」を議題とします。 

  教育長。 

○教育長 恐れ入ります。日程第２の「第35号議案 平成25年度新宿区一般会計補正予算（第

５号）（案）に関する意見聴取について」ですが、これについては平成25年第３回区議会定

例会で審議を予定している案件で、予算案として議会に提案する前である本日の教育委員会

において、公開による審議の場合、具体的かつ自由な討論、質議ができないおそれがありま

すので、非公開による審議をお願いしたいと思います。 

○菊池委員長 ただいま教育長から非公開による会議の発議がございました。 

  「第35号議案 平成25年度新宿区一般会計補正予算（第５号）(案）に関する意見聴取に

ついて」を、非公開により審議することに御異議ございませんか。 

〔異議なしの発言〕 

○菊池委員長 それでは、第34号議案を審議した後、第35号議案を非公開により審議します。 

  では、第34号議案の説明を教育調整課長からお願いします。 

  教育調整課長。 

○教育調整課長 それでは、日程第１、第34号議案 新宿区長等の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例（案）に関する意見聴取について、御説明をさせていただきます。 
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  議案概要をごらんください。 

  区長、副区長、教育長、常勤の監査委員のそれぞれの退職手当の額を定めております条例

の第３条を改正するものでございます。 

  退職手当は、この支給割合に乗じて算出されているものでございます。この支給割合につ

いて、教育長は100分の260から100分の240に引き下げる改正となっております。 

  附則といたしまして、施行の期日は公布の日。また、経過措置といたしまして、この条例

による改正後の第３条の規定は、条例施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同

日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例によることを規定しております。 

  この改正は、平成25年第１回定例会において、一般職員の退職手当の見直しが行われたこ

とを踏まえまして、区長等特別職の退職手当についても見直すこととしたものでございます。 

  提案理由ですが、教育委員会教育長の退職手当の支給割合の改正内容について、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、教育委員会の意見を述べるためで

ございます。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○菊池委員長 説明が終わりました。 

  第34号議案について、御意見、御質問をどうぞ。 

○松尾委員 「一般職員の退職手当の削減等の動向を踏まえ」ということでございますが、そ

れにあわせてということのようですが、もともとの大もとの一般職員の退職手当の削減を行

うに至った理由、背景等について御説明いただけますか。 

○教育調整課長 これにつきましては、毎年、公務員については、人事院勧告等で勧告にあわ

せて改定を行っているものでございますが、一般企業と比較して引き下げが妥当であるとい

うことで引き下げているものでございます。 

○菊池委員長 そのお答えでよろしいでしょうか。 

  ほかに御質問、御意見ございますか。 

〔発言する者なし〕 

○菊池委員長 ないようです。 

  ほかに御質問、御意見がなければ、討議及び質議を終了いたします。 

  第34号議案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○菊池委員長 それでは、第34号議案は原案のとおり決定いたしました。 
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  次に、「第35号議案 平成25年度新宿区一般会計補正予算（第５号）(案）に関する意見

聴取について」を非公開により審議いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

○菊池委員長 以上で、本日の議事は終了いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

○菊池委員長 次に、本日の日程では、予定されている報告事項はありませんが、事務局から

報告事項がありますか。 

○教育調整課長 特にございません。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 閉   会 

○菊池委員長 それでは、本日の教育委員会は以上で閉会といたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

午後 ３時１６分閉会 
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